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国民健康保険のご案内
加入・脱退の届出等について

国民健康保険の加入・脱退については、会社等では手続きはしてくれませんので、ご自分で手続きする
必要があります。次の事項に該当する場合は、14日以内に届出をお願いします。

共通して届出に必要なもの　本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等）

○国民健康保険に加入するとき
加入する理由 届出に必要なもの

 中野市に転入するとき

前住所市区町村の転出証明書
※前住所の転出手続き時に「特定同一世帯所属者異動連絡

票」、「旧被扶養者異動連絡票」が発行された場合、転入
手続き時に提出してください。

 職場の健康保険をやめたとき
健康保険資格喪失証明書

 職場の健康保険の扶養からはずれたとき
【加入の届出が遅れると】
届出が遅れた間の医療費が全額自己負担となる場合があります。また、国民健康保険税についても届出日（窓
口に手続きに来た日）からではなく、前の健康保険の資格が切れた日までさかのぼって課税されることにな
ります。

○国民健康保険をやめるとき
やめる理由 届出に必要なもの

 中野市から他市区町村へ転出するとき 資格確認書などの被保険者であることを示す書類（国民健
康保険資格確認書類）

 職場の健康保険に加入したとき ・職場等の健康保険の資格取得日がわかる書類（資格情報の
お知らせや資格確認書など）

・国民健康保険資格確認書類 職場の健康保険の扶養になったとき

 注：�上記の届出により、国民健康保険税が変更になる場合があります。変更になる場合は、翌月に通知します。
通知が届くまでは、従前の納付書どおりに納めてください。

【脱退の届出が遅れると】
社会保険等に加入した日以降に、国民健康保険で病院等を受診した場合、医療費を市に返還して
いただく場合があります。
※脱退の手続きは市公式 HP からも行えます。詳しくは右記 QR コードをご覧ください。

○その他届出・申請
こんなとき 届出に必要なもの

国民健康保険資格確認書類を紛失・破損した
とき 届出者の本人確認書類

修学のため市外へ転出するとき 国民健康保険資格確認書類、在学証明書
市外の施設に入（退）所したとき 国民健康保険資格確認書類、施設入（退）所証明書
介護保険の適用除外施設に入所等したとき

（40 歳から 65 歳未満の方）
国民健康保険資格確認書類、
介護保険適用除外施設入（退）所証明書

○交通事故にあったら
届出により国保で医療機関にかかれます。
交通事故等の第三者行為で、けがなどをした場合も国保で医療を受けることができますが、
その場合は第三者の行為による被害届を必ず市へ提出してください。

市公式 HP
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◎各種申請方法等の詳細は市公式ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせ
　ください。
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